
障がい種別・等級(程度)別　制度・サービス一覧表 【1】
この一覧表はあくまでも目安ですので、詳しくは本文ページをご覧ください。　○：該当　△：一部該当
制度改正等により、金額や必要書類が変わる場合があります。

相談窓口について 1～4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

各種手帳の申請・変更手続き 7～13

補装具（購入・修理・借り受け） 15

日常生活用具（購入・修理） 16

小児慢性特定疾患児日常生活用具 26

在宅難病患者酸素濃縮器使用助成 27

自立支援医療（精神通院） 28

自立支援医療（更生医療） 30 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

自立支援医療（育成医療） 31 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

重度心身障がい者医療費助成 32 ○ ○ ○
６５歳以上は後期高齢者医療保険加
入者が対象です。

ひとり親家庭等医療費助成 32 ○ ○ ○

特定疾病療養受療証 33

難病医療費助成事業 34

小児慢性特定疾病医療費助成 34

障がい者歯科医療協力医制度 35 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

通院・通所交通費助成 36 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 助成の内容によって対象が異なります。

運転免許証取得費助成 37 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 免許取得後に申請が必要です。

自動車改造費助成 37 自動車改造前に申請が必要です。

ＪＲ運賃割引 38 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

有料道路通行料金割引 39 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

バス運賃割引 40 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顔写真付きの手帳のみ割引

タクシー利用料金割引 40 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 十勝地区ハイヤー協会加盟会社のみ

航空運賃割引 40 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顔写真付きの手帳のみ割引

所得税・町道民税の控除 41 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

自動車税の減免 43 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

軽自動車税の減免 44 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

預貯金等の非課税制度 45 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 銀行預貯金、公債各３５０万円まで

おむつ・ストマ用具の医療費控除 46

児童扶養手当 47 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

特別児童扶養手当・障害児福祉手当 48・49 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

特別障害者手当 50 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

障害年金（各制度） 51～52 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

心身障害者扶養共済制度 56 ○ ○ ○ ○ ○ ○

障がい福祉サービス～おとな・こども～ 58～61 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地域生活支援事業 63 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

医療的ケア児支援事業 64

やさしい住宅改修工事 65 ○ ○ ○

ＮＨＫ放送受信料の免除 66 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

福祉用具の無料貸し出し 66

ＮＴＴふれあい案内 67 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

携帯電話の障がい者割引 67 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

体育館・武道館・温水プールの利用料免除 67 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

避難行動要支援者登録制度 68 ○ ○ ○

救急医療情報キット 68 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ごみ処理について（ごみサポート） 70 ○ ○

電話リレーサービス 71 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福祉電話の設置・貸与 71

緊急通報装置の設置 72

出張理髪サービス 72

寝具洗濯・乾燥サービス 72

配食サービス 73

投票について 73

特別駐車の許可 74 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △

指定医師により手帳取得可能な障がい状況にあると判断された場合

医師の診断に基づき在宅酸素療法を受けている人

日常生活用具での給付を受けていない場合に限る。

重度心身障がい者で要介護認定非該当の場合に限る。

障 が い の 種 類　

ページ

視覚障がい 聴覚・平衝機能障がい
音声・

言語障がい
備　　考　

　制 度 ・ サ ー ビ ス 1級 2級 3級 4級 5級 6級 2級 3級 4級 5級 6級 3級 4級

希望する品目によって支給要件が異なります。詳しくは本文ページをご覧ください。 介護保険が優先の用具あり

手術等の内容によります。

手帳を所持していることにより必ず
しも受給できるというものではあり
ません。

希望するサービス等によって要件が
変わります。

対象の詳細は本文ページをご覧ください。



障がい種別・等級(程度)別　制度・サービス一覧表 【2】
この一覧表はあくまでも目安ですので、詳しくは本文ページをご覧ください。　○：該当　△：一部該当
制度改正等により、金額や必要書類が変わる場合があります。

1級 2級 3級 4級 5級 6級 1級 2級 3級 4級 A判定 B判定

相談窓口について 1～4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

各種手帳の申請・変更手続き 7～13

補装具（購入・修理・借り受け） 15

日常生活用具（購入・修理） 16

小児慢性特定疾患児日常生活用具 26

在宅難病患者酸素濃縮器使用助成 27

自立支援医療（精神通院） 28

自立支援医療（更生医療） 30 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

自立支援医療（育成医療） 31 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

重度心身障がい者医療費助成 32 ○ ○ ○ ○ ○ ○
６５歳以上は後期高齢者医療保険加
入者が対象です。

ひとり親家庭等医療費助成 32 ○ ○ ○ ○ ○ ○

特定疾病療養受療証 33 △ △ △ △

難病医療費助成事業 34

小児慢性特定疾病医療費助成 34

障がい者歯科医療協力医制度 35 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

通院・通所交通費助成 36 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 助成の内容によって対象が異なります。

運転免許証取得費助成 37 ○ ○ ○ ○ 免許取得後に申請が必要です。

自動車改造費助成 37 ○ ○ 自動車改造前に申請が必要です。

ＪＲ運賃割引 38 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

有料道路通行料金割引 39 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

バス運賃割引 40 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顔写真付きの手帳のみ割引

タクシー利用料金割引 40 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 十勝地区ハイヤー協会加盟会社のみ

航空運賃割引 40 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顔写真付きの手帳のみ割引

所得税・町道民税の控除 41 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

自動車税の減免 43 ○ ○ ○ △ △ △ ○ △ △ △ ○ ○

軽自動車税の減免 44 ○ ○ ○ △ △ △ ○ △ △ △ ○ ○

預貯金等の非課税制度 45 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 銀行預貯金、公債各３５０万円まで

おむつ・ストマ用具の医療費控除 46

児童扶養手当 47 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

特別児童扶養手当・障害児福祉手当 48・49 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

特別障害者手当 50 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

障害年金（各制度） 51～52 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

心身障害者扶養共済制度 56 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

障がい福祉サービス～おとな・こども～ 58～61 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地域生活支援事業 63 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

医療的ケア児支援事業 64

やさしい住宅改修工事 65 ○ ○ ○ ○

ＮＨＫ放送受信料の免除 66 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

福祉用具の無料貸し出し 66

ＮＴＴふれあい案内 67 ○ ○ ○ ○

携帯電話の障がい者割引 67 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

体育館・武道館・温水プールの利用料免除 67 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

避難行動要支援者登録制度 68 ○ ○ ○ ○

救急医療情報キット 68 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ごみ処理について（ごみサポート） 70 ○ ○ ○

電話リレーサービス 71

福祉電話の設置・貸与 71

緊急通報装置の設置 72

出張理髪サービス 72

寝具洗濯・乾燥サービス 72

配食サービス 73

投票について 73 ○ △ ○

特別駐車の許可 74 ○ ○ △ △ △ ○ △ ○ ○

医師の診断に基づき在宅酸素療法を受けている人

日常生活用具での給付を受けていない場合に限る。

重度心身障がい者で要介護認定非該当の場合に限る。

障 が い の 種 類　

ページ

肢体不自由
（上肢・下肢・体幹・移動）

内部障がい
（心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・

直腸・小腸・肝臓・免疫）
療育手帳

備　　考　

　制 度 ・ サ ー ビ ス

介護保険が優先の用具あり

手術等の内容によります。

手帳を所持していることにより必ず
しも受給できるというものではあり
ません。

希望するサービス等によって要件が
変わります。

対象の詳細は本文ページをご覧ください。



障がい種別・等級(程度)別　制度・サービス一覧表 【3】
この一覧表はあくまでも目安ですので、詳しくは本文ページをご覧ください。　○：該当　△：一部該当
制度改正等により、金額や必要書類が変わる場合があります。

相談窓口について 1～4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

各種手帳の申請・変更手続き 7～13

補装具（購入・修理・借り受け） 15

日常生活用具（購入・修理） 16

小児慢性特定疾患児日常生活用具 26 ○ △

在宅難病患者酸素濃縮器使用助成 27

自立支援医療（精神通院） 28 ○ ○ ○ ○ △

自立支援医療（更生医療） 30

自立支援医療（育成医療） 31

重度心身障がい者医療費助成 32 ○
６５歳以上は後期高齢者医療保険加
入者が対象です。

ひとり親家庭等医療費助成 32 ○

特定疾病療養受療証 33

難病医療費助成事業 34 ○ △

小児慢性特定疾病医療費助成 34 ○ △

障がい者歯科医療協力医制度 35 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

通院・通所交通費助成 36 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 助成の内容によって対象が異なります。

運転免許証取得費助成 37 ○ ○ ○ 免許取得後に申請が必要です。

自動車改造費助成 37 △ △ △ 自動車改造前に申請が必要です。

ＪＲ運賃割引 38

有料道路通行料金割引 39

バス運賃割引 40 △ △ △ 顔写真付きの手帳のみ割引

タクシー利用料金割引 40 十勝地区ハイヤー協会加盟会社のみ

航空運賃割引 40 △ △ △ 顔写真付きの手帳のみ割引

所得税・町道民税の控除 41 ○ ○ ○

自動車税の減免 43 ○ ○ ○

軽自動車税の減免 44 ○ ○ ○

預貯金等の非課税制度 45 ○ ○ ○ 銀行預貯金、公債各３５０万円まで

おむつ・ストマ用具の医療費控除 46

児童扶養手当 47 △ △ △ △ △ △ △ △

特別児童扶養手当・障害児福祉手当 48・49 △ △ △ △ △ △ △ △

特別障害者手当 50 △ △ △ △ △ △ △ △

障害年金（各制度） 51～52 △ △ △ △ △ △ △ △

心身障害者扶養共済制度 56 △ △ △ △ △ △ 所定の診断書により判断

障がい福祉サービス～おとな・こども～ 58～61 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○

地域生活支援事業 63 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

医療的ケア児支援事業 64 ○

やさしい住宅改修工事 65 △ ○

ＮＨＫ放送受信料の免除 66 △ △ △ △ △ △ △ △

福祉用具の無料貸し出し 66

ＮＴＴふれあい案内 67 ○ ○ ○

携帯電話の障がい者割引 67 ○ ○ ○

体育館・武道館・温水プールの利用料免除 67 ○ ○ ○ △ △ △ △ △ 介護者１名も対象

避難行動要支援者登録制度 68 ○ ○ ○ ○ △ △ 小児慢性特定疾病の人も対象

救急医療情報キット 68 ○ ○ ○ ○ △ △ ○ △

ごみ処理について（ごみサポート） 70 ○

電話リレーサービス 71

福祉電話の設置・貸与 71

緊急通報装置の設置 72

出張理髪サービス 72

寝具洗濯・乾燥サービス 72

配食サービス 73

投票について 73 △ 小児慢性特定疾病の人も対象

特別駐車の許可 74 ○

医師の診断に基づき在宅酸素療法を受けている人

日常生活用具での給付を受けていない場合に限る。

重度心身障がい者で要介護認定非該当の場合に限る。

障 が い の 種 類　

ページ

精神手帳

発達障がい
難治性特定

疾患
要介護等認

定者
医療的ケアが

必要な人
備　　考　

　制 度 ・ サ ー ビ ス 1級 2級 3級
自立支援医療

受給者

手術等の内容によります。

手帳を所持していることにより必ず
しも受給できるというものではあり
ません。

希望するサービス等によって要件が
変わります。

対象の詳細は本文ページをご覧ください。


